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平成 22年国勢調査 産業等基本集計結果 

 

  

総務省統計局から公表された平成 22年国勢調査の産業等基本集計結果について、岐阜

県分の概要は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 全国集計結果及び詳細な結果は、下記のホームページを参照してください。 

総務省統計局 HP  http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/index.htm#a020 

 

 

◆結果の要点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○労働力人口 

・労働力率（※）は、61.7％で、平成 17年に比べ 1.3ポイント低下 

（※）15歳以上人口に占める労働力人口の割合。労働力状態（不詳）を除く 

  ・女性の労働力率はほとんどの年齢階級で上昇し、Ｍ字カーブの谷（30～34歳）は 

67.8％で、平成 17年に比べ 4.3ポイント上昇 

○産業 

・「製造業」に従事する者の割合が 24.1％と最も高い 

・平成 17年と比べると、「医療，福祉」が 1.8ポイント上昇と最も上昇している 

○夫婦の労働力状態 

・夫婦ともに「就業者」の世帯は 23万 7903世帯で、夫婦のいる一般世帯の 49.6％ 

 

＜産業等基本集計とは＞ 

  全ての調査票を用いて人口の労働力状態、産業（大分類）別就業者数、夫婦と子供のい 

る世帯等に関する結果について集計したもの。この結果によって、地域の産業や雇用の 

状況を把握することができる。 

 

＜数値の見方＞ 

  本文及び図表中の数値は、表章単位未満で、四捨五入している。本文及び図表中の値 

は、表章単位未満を含んだ数値から算出している。 

  割合は、特に注記のない限り、分母から不詳を除いて算出している。また、過去の割合も 

同様の方式で再計算している。 

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/index.htm#a020
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１ 労働力状態 

労働力率は 61.7％で、1.3ポイント低下 

・15歳以上人口（178万2199人）の労働力率（注）は61.7％となっている。平成17年と比べる 

と、1.3ポイント低下しており、12年以降一貫して低下している。 

（注）労働力率は、15歳以上人口（労働力状態「不詳」を除く。）に占める労働力人口の割合をいう。     
 
・男女別にみると、男性が73.7％、女性が50.8％で、平成17年と比べると、男性が2.1ポイン 

ト、女性は0.5ポイント低下している。（表１－１） 

 

表１－１ 労働力状態、男女別 15歳以上人口の推移―岐阜県（昭和 60年～平成 22年） 
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女性の労働力率はほとんどの年齢階級で上昇し、Ｍ字カーブの谷（30～34歳）は、67.8％

で、平成 17年に比べ 4.3ポイント上昇 

・男女別労働力率を年齢 5歳階級別にみると、男性は 25歳から 59歳までの各年齢階級が 

95％以上と高くなっている。一方、女性は 25～29歳の 76.7％と 45～49歳の 80.4％を頂点 

とし、30～34歳の 67.8％を谷とするM字カーブとなっている。 

・労働力率を平成 17年と比べると、15歳から 24歳では男女とも低下しており、25歳から 34 

歳では、男性は横ばい、女性はそれぞれ 2.7ポイント、4.3ポイントの上昇となっている。35 

歳から 59歳の各年齢階級では、男性は全ての階級で、わずかに低下しており、女性は横 

ばい又は上昇している。60～64歳では、男性は 3.4ポイント、女性は 5.7ポイントと上昇し 

ている。 

・女性の年齢５歳階級別労働力率の推移を、いわゆる男女雇用機会均等法（注）が施行され 

る直前の昭和60年からみると、M字カーブの谷は25～29歳から30～34歳へシフトしており、

25歳から64歳までの各年齢階級で上昇している。Ｍ字カーブの谷となっている30～34歳で

は67.8％で、平成17年に比べ4.3ポイント上昇している。 

（表１－２、図１－１、） 

   （注）「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（昭和60年法律第45号、昭和61年4月1日施行） 

 

表１－２ 年齢（５歳階級）、男女別労働力率の推移―岐阜県（昭和 60年～平成 22年） 
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図１－１ 年齢（５歳階級）、男女別労働力率―岐阜県（昭和 60年、平成 17年、22年） 
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２ 従業上の地位 

雇用者のうち、男性は「正規の職員・従業員」が多く 83.2％、女性は「パート・アルバ

イト・その他」が多く 53.3％ 

・15歳以上就業者（102万2616人）について、従業上の地位別の割合をみると、「雇用者（役 

員を含む）」が15歳以上就業者の85.4％、「自営業主（家庭内職者を含む）」が10.1％、「家 

族従業者」が4.5％となっている。（表２－１） 
 

表２－１ 従業上の地位、男女別15歳以上就業者数―岐阜県（平成22年）

  
・雇用者の内訳（注）をみると、「正規の職員・従業員」が雇用者の65.0％、「労働者派遣事業 

所の派遣社員」が3.1％、「パート・アルバイト・その他」が32.0％となっている。 

（注） 平成17年調査までは、雇用者の内訳を「常雇」及び「臨時雇」の２区分で調査した。雇用形態をより一層的確に把握 

するため、平成22年調査から「正規の職員・従業員」、「労働者派遣事務所の派遣社員」及び「パート・アルバイト・その 

他」の３区分で調査した。 
 
・男女別にみると、男性は「正規の職員・従業員」が83.2％と最も高く、女性は「パート・アル 

バイト・その他」が53.3％と最も高くなっている。（図２－１、表２－２） 
 
 
 

図２－１ 従業上の地位、男女別15歳以上雇用者数―岐阜県（平成22年） 

 

 

 

 

 

 

 

表２－２ 従業上の地位、男女別15歳以上雇用者数―岐阜県（平成22年） 
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20歳から 34歳までは男女共に「正規の職員・従業員」が最も多いが、女性は 35歳以上で

「正規の職員・従業員」より「パート・アルバイト・その他」が多くなる 

・15歳以上就業者について、従業上の地位別の割合を男女、年齢５歳階級別にみると、「正 

規の職員・従業員」は、男性の20歳から59歳までの各年齢階級で５割を超えている。一方、

女性は20歳から29歳までの各年齢階級で５割を超えるものの、30歳以上の各年齢階級で

５割以下となっている。 

・「労働者派遣事業所の派遣社員」は、男女共に20歳から34歳までの各年齢階級で、他の 

年齢階級と比べて高い水準となっており、25～29歳が最も高く、それぞれ、4.2％、6.0％と 

なっている。 

・「パート・アルバイト・その他」は、男性は25歳から59歳までの各年齢階級で１割以下である。

女性は全ての年齢階級でおおむね３割以上であり、15～19歳及び35歳以上の各年齢階

級で「正規の職員・従業員」を上回っている。 

（図２－２、表２－３） 

 

図２－２ 従業上の地位、年齢（５歳階級）、男女別 15歳以上就業者の割合―岐阜県（平成 22年） 
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表２－３ 従業上の地位、年齢（5歳階級）、男女別 15歳以上就業者数―岐阜県（平成 22年） 
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３ 産業 

「製造業」に従事する者の割合が 24.1％と最も高い 

平成 17年と比べると、「医療，福祉」が 1.8ポイント上昇と最も上昇している 

・産業大分類別の15歳以上就業者の割合をみると、「製造業」が15歳以上就業者の24.1％ 

と最も高く、次いで「卸売業，小売業」が16.4％、「医療，福祉」が9.7％、「建設業」が8.3％ 

などとなっている。 

・平成17年と比べると、「医療，福祉」が1.8ポイント上昇と最も上昇している。一方、「サービ 

ス業（他に分類されないもの）」が1.8ポイント低下と最も低下しており、次いで「建設業」 

が1.3ポイント低下、「製造業」が1.1ポイント低下などとなっている。（図３－１、表３－１） 

 

 

図３－１ 産業（大分類）別15歳以上就業者数の割合の推移―岐阜県（平成17年、22年） 
 

 

 

 

１） 平成17年は、新産業分類特別集計結果による。 

２） 平成17年では、「労働者派遣事業所の派遣社員」は、産業大分類「サービス業（他に分類されないもの）」下の産業 

小分類「労働者派遣業」に分類されていたが、22年は派遣先の産業に分類していることから、時系列比較には注意を 

要する。 

３） 「その他」に含まれるのは、「漁業」、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、 

「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽 

業」、「教育，学習支援業」、「複合サービス事業」、「公務（他に分類されるものを除く）」及び「分類不能の産業」であ 

る。 
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表３－１ 産業（大分類）別15歳以上就業者数の推移―岐阜県（平成17年、22年） 

 
１） 平成17年は、新産業分類特別集計結果による。 

２） 平成17年では、「労働者派遣事業所の派遣社員」は、産業大分類「サービス業（他に分類されないもの）」下の産業小分類 

「労働者派遣業」に分類されていたが、22年は派遣先の産業に分類していることから、時系列比較には注意を要する。 

３） 「第１次産業」には、「農業，林業」及び「漁業」が含まれ、「第２次産業」には、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」及び 

「製造業」が含まれ、「第３次産業」には、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，小売 

業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活 

関連サービス業，娯楽業」、「教育，学習支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス業」、「サービス業（他に分類されないもの）」 

及び「公務（他に分類されるものを除く）」が含まれる。なお、割合は分母から「分類不能の産業」を除いて算出している。 

４） 平成17年は、一部の調査票を抽出して集計した抽出詳細集計に基づいて推計，集計しており，基本集計（全ての調査票を 

用いた集計）とは一致しない。 
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４ 夫婦の労働力状態 

夫婦ともに「就業者」の世帯は 23万 7903世帯で、夫婦のいる一般世帯の 49.6％ 

・夫婦のいる一般世帯数（48万5451世帯）を、夫婦の就業・非就業別（注）にみると、夫婦と 

もに「就業者」の世帯は23万7903世帯となっており、全体の49.6％を占めている。一方、 

夫婦ともに「非就業者」の世帯は8万9905帯となっており、全体の18.7％を占めている。 

（注）一つの世帯に複数の夫婦がいる場合、「夫婦の就業状態」は、最も若い夫婦に着目している。 
 
・これを夫が「就業者」の世帯に限ってみると、夫婦ともに「就業者」の世帯は、当該世帯の 

64.5％を占めており、平成７年以降、一貫して上昇している。（表４－１） 
 
 

表４－１ 夫婦の就業・非就業別夫婦のいる一般世帯数―岐阜県（平成 7年～22年） 

 
（注） 「一般世帯」とは、「総世帯」から、老人ホーム等の社会施設の入所者等から成る「施設等の世帯」を除いた世帯である。 

１） 実数は夫婦の労働力状態「不詳」を含む。 

２） 実数は夫の労働力状態が判明していても、妻の労働力状態が「不詳」であれば除く。 

 

 

 

（参考） 夫婦の就業・非就業別夫婦のいる一般世帯数の割合―全国（平成 7年～22年） 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


